
 

 

 

 

 

 

平成２２年２月２６日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年４月検針分に適用される単位料金

を平成２２年３月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３２円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年３月検針分と比べて、１か月あ

たり１３円（税込）の引上げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２１年１１月～平成２２年１月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）によ

り算定された平均原料価格が、前期（平成２１年１０月～１２月）より上がったことによるものです。 

 

 

 なお、平成２２年４月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ３月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 4月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業企画係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年３月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．３２円（税込）の

引上げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して１．８１円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．０８ １０２．４０ １０１．５６ 

（参考） 

３月 

調整単位料金 

（１０３．７６） （１０２．０８） （１０１．２４） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年４月 

適用料金 

平成２２年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，６９９円／月 ４，６８６円／月 １３円／月 ０．２８％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

 

料 金 表 （平成２２年４月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２１年１１月～平成２２年１月 

（４月検針分に適用） 

平成２１年１０月～１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，３８０円／ｔ １１，９７０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２１年１１月～平成２２年１月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４５，８５０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１２，３７９．５円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１２，３８０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１２，３８０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝２，３４０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝２，３００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２，３００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋１．８１１２５円 

   ＝１０２．４０１２５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０２．４０円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり１．８１円（税込）調整します。 

● 平成２２年３月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．３２円（税

込）の引上げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年４月２日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年５月検針分に適用される単位料金

を平成２２年４月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２３円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年４月検針分と比べて、１か月あ

たり１０円（税込）の引上げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２１年１２月～平成２２年２月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）によ

り算定された平均原料価格が、前期（平成２１年１１月～平成２２年１月）より上がったことによる

ものです。 

 

 

 なお、平成２２年５月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ４月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 5月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年４月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２３円（税込）の

引上げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．０４円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．３１ １０２．６３ １０１．７９ 

（参考） 

４月 

調整単位料金 

（１０４．０８） （１０２．４０） （１０１．５６） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年５月 

適用料金 

平成２２年４月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７０９円／月 ４，６９９円／月 １０円／月 ０．２１％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年５月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２１年１２月～平成２２年２月 

（５月検針分に適用） 

平成２１年１１月～平成２２年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，６７０円／ｔ １２，３８０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２１年１２月～平成２２年２月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４６，９４０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１２，６７３．８円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１２，６７０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１２，６７０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝２，６３０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝２，６００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２，６００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．０４７５０円 

   ＝１０２．６３７５０円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．０４円（税込）調整します。 

● 平成２２年４月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２３円（税

込）の引上げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年４月３０日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年６月検針分に適用される単位料金

を平成２２年５月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２４円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年５月検針分と比べて、１か月あ

たり１０円（税込）の引上げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年１月～平成２２年３月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）により

算定された平均原料価格が、前期（平成２１年１２月～平成２２年２月）より上がったことによるも

のです。 

 

 

 なお、平成２２年６月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ５月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 6月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年５月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２４円（税込）の

引上げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．２８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．５５ １０２．８７ １０２．０３ 

（参考） 

５月 

調整単位料金 

（１０４．３１） （１０２．６３） （１０１．７９） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年６月 

適用料金 

平成２２年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７１９円／月 ４，７０９円／月 １０円／月 ０．２１％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年 6月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年１月～平成２２年３月 

（６月検針分に適用） 

平成２１年１２月～平成２２年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，０１０円／ｔ １２，６７０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年１月～平成２２年３月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４８，１７０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３００５．９円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，０１０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，０１０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝２，９７０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝２，９００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２，９００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．２８３７５円 

   ＝１０２．８７３７５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０２．８７円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．２８円（税込）調整します。 

● 平成２２年５月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２４円（税

込）の引上げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年６月１日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年７月検針分に適用される単位料金

を平成２２年６月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３１円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年６月検針分と比べて、１か月あ

たり１３円（税込）の引上げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年２月～平成２２年４月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）により

算定された平均原料価格が、前期（平成２２年１月～平成２２年３月）より上がったことによるもの

です。 

 

 

 なお、平成２２年７月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ６月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 7月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年６月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．３１円（税込）の

引上げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．５９円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．８６ １０３．１８ １０２．３４ 

（参考） 

６月 

調整単位料金 

（１０４．５５） （１０２．８７） （１０２．０３） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年７月 

適用料金 

平成２２年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７３２円／月 ４，７１９円／月 １３円／月 ０．２８％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年２月～平成２２年４月 

（７月検針分に適用） 

平成２２年１月～平成２２年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，３６０円／ｔ １３，０１０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年２月～平成２２年４月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４９，４７０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，３５６．９円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，３６０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，３６０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，３２０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，３００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，３００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．５９８７５円 

   ＝１０３．１８８７５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．１８円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．５９円（税込）調整します。 

● 平成２２年６月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．３１円（税

込）の引上げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年７月９日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年８月検針分に適用される単位料金

を平成２２年７月検針分に比べ１ｍ３あたり０．４０円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年７月検針分と比べて、１か月あ

たり１７円（税込）の引上げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年３月～平成２２年５月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）により

算定された平均原料価格が、前期（平成２２年２月～平成２２年４月）より上がったことによるもの

です。 

 

 

 なお、平成２２年８月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ７月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 8月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年７月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．４０円（税込）の

引上げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．９９円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０５．２６ １０３．５８ １０２．７４ 

（参考） 

７月 

調整単位料金 

（１０４．８６） （１０３．１８） （１０２．３４） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年８月 

適用料金 

平成２２年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７４９円／月 ４，７３２円／月 １７円／月 ０．３６％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年８月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年３月～平成２２年５月 

（８月検針分に適用） 

平成２２年２月～平成２２年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，９１０円／ｔ １３，３６０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年３月～平成２２年５月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝５１，５２０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，９１０．４円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，９１０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，９１０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，８７０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，８００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，８００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．９９２５０円 

   ＝１０３．５８２５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．５８円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．９９円（税込）調整します。 

● 平成２２年７月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．４０円（税

込）の引上げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年８月１１日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年９月検針分に適用される単位料金

を平成２２年８月検針分に比べ１ｍ３あたり０．０８円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年８月検針分と比べて、１か月あ

たり３円（税込）の引上げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年４月～平成２２年６月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）により

算定された平均原料価格が、前期（平成２２年３月～平成２２年５月）より上がったことによるもの

です。 

 

 

 なお、平成２２年９月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ８月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 9月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年８月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．０８円（税込）の

引上げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して３．０７円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０５．３４ １０３．６６ １０２．８２ 

（参考） 

８月 

調整単位料金 

（１０５．２６） （１０３．５８） （１０２．７４） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年９月 

適用料金 

平成２２年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７５２円／月 ４，７４９円／月 ３円／月 ０．０６％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年４月～平成２２年６月 

（９月検針分に適用） 

平成２２年３月～平成２２年５月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １４，０００円／ｔ １３，９１０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年３月～平成２２年５月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝５１，８５０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，９９９．５円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１４，０００円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１４，０００円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，９６０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，９００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，９００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３．０７１２５円 

   ＝１０３．６６１２５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．６６円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり３．０７円（税込）調整します。 

● 平成２２年８月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．０８円（税

込）の引上げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年９月１０日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年１０月検針分に適用される単位料

金を算定した結果、平成２２年９月検針分と同額になりますので、変動はありません。 

 

 

 なお、平成２２年１０月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ９月１５日号での

記事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量

のお知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年１０月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年９月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となり、基準単位料金に対して

３．０７円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０５．３４ １０３．６６ １０２．８２ 

（参考） 

９月 

調整単位料金 

（１０５．３４） （１０３．６６） （１０２．８２） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年１０月 

適用料金 

平成２２年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７５２円／月 ４，７５２円／月 ０円／月 ０．００％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

 

料 金 表 （平成２２年１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年５月～平成２２年７月 

（１０月検針分に適用） 

平成２２年４月～平成２２年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，９７０円／ｔ １４，０００円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年５月～平成２２年７月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝５１，７４０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，９６９．８円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，９７０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，９７０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，９３０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，９００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，９００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３．０７１２５円 

   ＝１０３．６６１２５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．６６円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり３．０７円（税込）調整します。 

● 平成２２年９月に適用される調整単位料金と比較した場合、同額となります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年１０月１日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年１１月検針分に適用される単位料

金を平成２２年１０月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２４円（税込）下方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年１０月検針分と比べて、１か月

あたり１０円（税込）の引下げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年６月～平成２２年８月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）により

算定された平均原料価格が、前期（平成２２年５月～平成２２年７月）より下がったことによるもの

です。 

 

 

 なお、平成２２年１１月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ１０月１５日号で

の記事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用

量のお知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 11月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年１０月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２４円（税込）

の引下げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．８３円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０５．１０ １０３．４２ １０２．５８ 

（参考） 

１０月 

調整単位料金 

（１０５．３４） （１０３．６６） （１０２．８２） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年１１月 

適用料金 

平成２２年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７４２円／月 ４，７５２円／月 ‐１０円／月 -０．２１％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年６月～平成２２年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成２２年５月～平成２２年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，６５０円／ｔ １３，９７０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年６月～平成２２年８月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝５０，５４０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，６４５．８円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，６５０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，６５０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，６１０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，６００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，６００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．８３５円 

   ＝１０３．４２５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．４２円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．８３円（税込）調整します。 

● 平成２２年１０月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２４円

（税込）の引下げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年１０月２８日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２２年１２月検針分に適用される単位料

金を平成２２年１１月検針分に比べ１ｍ３あたり０．１６円（税込）下方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年１１月検針分と比べて、１か月

あたり７円（税込）の引下げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年７月～平成２２年９月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）により

算定された平均原料価格が、前期（平成２２年６月～平成２２年８月）より下がったことによるもの

です。 

 

 

 なお、平成２２年１２月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ１１月１５日号で

の記事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用

量のお知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２２年 12月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年１１月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．１６円（税込）

の引下げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．６７円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．９４ １０３．２６ １０２．４２ 

（参考） 

１１月 

調整単位料金 

（１０５．１０） （１０３．４２） （１０２．５８） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２２年１２月 

適用料金 

平成２２年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７３５円／月 ４，７４２円／月 ‐７円／月 -０．１５％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２２年１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年７月～平成２２年９月 

（１２月検針分に適用） 

平成２２年６月～平成２２年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，５２０円／ｔ １３，６５０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年７月～平成２２年９月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝５０，０９０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，５２４．３円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，５２０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，５２０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，４８０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，４００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，４００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．６７７５円 

   ＝１０３．２６７５円 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．２６円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．６７円（税込）調整します。 

● 平成２２年１１月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．１６円

（税込）の引下げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年１１月２９日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２３年１月検針分に適用される単位料金

を平成２２年１２月検針分に比べ１ｍ３あたり０．２３円（税込）下方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２２年１２月検針分と比べて、１か月

あたり９円（税込）の引下げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年８月～平成２２年１０月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）によ

り算定された平均原料価格が、前期（平成２２年７月～平成２２年９月）より下がったことによるも

のです。 

 

 

 なお、平成２３年１月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ１２月１５日号での

記事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量

のお知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２3年 1月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5512 内線 241 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２２年１２月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２３円（税込）

の引下げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．４４円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．７１ １０３．０３ １０２．１９ 

（参考） 

１２月 

調整単位料金 

（１０４．９４） （１０３．２６） （１０２．４２） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２３年１月 

適用料金 

平成２２年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７２６円／月 ４，７３５円／月 －９円／月 －０．１９％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２３年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年８月～平成２２年１０月 

（１月検針分に適用） 

平成２２年７月～平成２２年９月 

（１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １３，１６０円／ｔ １３，５２０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年８月～平成２２年１０月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４８，７５０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１３，１６２．５円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１３，１６０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１３，１６０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝３，１２０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝３，１００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋３，１００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．４４１２５円 

   ＝１０３．０３１２５ 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０３．０３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．４４円（税込）調整します。 

● 平成２２年１２月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．２３円

（税込）の引下げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２２年１２月２７日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２３年２月検針分に適用される単位料金

を平成２３年１月検針分に比べ１ｍ３あたり０．３２円（税込）下方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２３年１月検針分と比べて、１か月あ

たり１４円（税込）の引下げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年９月～平成２２年１１月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）によ

り算定された平均原料価格が、前期（平成２２年８月～平成２２年１０月）より下がったことによる

ものです。 

 

 

 なお、平成２３年２月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ１月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２3年 2月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２３年１月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．３２円（税込）の

引下げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．１２円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．３９ １０２．７１ １０１．８７ 

（参考） 

１月 

調整単位料金 

（１０４．７１） （１０３．０３） （１０２．１９） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２３年２月 

適用料金 

平成２３年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７１２円／月 ４，７２６円／月 －１４円／月 －０．３０％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２３年 2月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年９月～平成２２年１１月 

（２月検針分に適用） 

平成２２年８月～平成２２年１０月 

（１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，８１０円／ｔ １３，１６０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年９月～平成２２年１１月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４７，４６０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１２，８１４．２円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１２，８１０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１２，８１０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝２，７７０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝２，７００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２，７００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．１２６２５円 

   ＝１０２．７１６２５ 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０２．７１円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．１２円（税込）調整します。 

● 平成２３年１月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．３２円（税

込）の引下げとなります。 



 

 

 

 

 

 

平成２３年１月３１日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成２３年３月検針分に適用される単位料金

を平成２３年２月検針分に比べ１ｍ３あたり０．０８円（税込）下方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が４２ｍ３の標準的なご家庭では、平成２３年２月検針分と比べて、１か月あ

たり３円（税込）の引下げとなります。 

  

  

 今回のガス料金の調整は平成２２年１０月～平成２２年１２月のＬＮＧ平均価格（貿易統計値）に

より算定された平均原料価格が、前期（平成２２年９月～平成２２年１１月）より下がったことによ

るものです。 

 

 

 なお、平成２３年３月検針分に適用する料金につきましては、広報じょうえつ２月１５日号での記

事掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量の

お知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成２3年 3月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 

 お客様サービス課営業開発係 

TEL 025-522-5514 

  



 

＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成２３年２月に適用する調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．０８円（税込）の

引下げとなります。 

   なお、基準単位料金に対して２．０４円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３５７ ３９９ ６０９ 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 
１０４．３１ １０２．６３ １０１．７９ 

（参考） 

２月 

調整単位料金 

（１０４．３９） （１０２．７１） （１０１．８７） 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成２３年３月 

適用料金 

平成２３年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

４２ｍ３ ４，７０９円／月 ４，７１２円／月 －３円／月 －０．０６％ 

※ 標準家庭とは月間のガスご使用量が４２ｍ３（４３．１メガジュール／ｍ３）のご家庭をいいます。

なお、標準家庭使用量（４２ｍ３）は、当市におけるご家庭１件あたり平均使用量／月（平成２

０年度実績）に基づいています。 

 

料 金 表 （平成２３年３月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２２年１０月～平成２２年１２月 

（３月検針分に適用） 

平成２２年９月～平成２２年１１月 

（２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ １２，７３０円／ｔ １２，８１０円／ｔ 

 

基準平均原料価格※２ １０，０４０円／t 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．２７ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定した原料価格（平成２１年６月から８月までのＬＮＧ平均価格 

３７，１９０円×０．２７） 

 

◆ 平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成２２年１０月～平成２２年１２月貿易統計値）×０．２７ 

      ＝４７，１５０円／ｔ×０．２７ 

      ＝１２，７３０．５円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

      ＝１２，７３０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

       ＝１２，７３０円／ｔ－１０，０４０円／ｔ 

       ＝２，６９０円／ｔ 

         ↓ （100円未満切捨て） 

       ＝２，６００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋原料価格変動額／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２，６００円／１００円×０．０７５円×１．０５ 

   ＝１００．５９円＋２．０４７５０円 

   ＝１０２．６３７５ 

       ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

   ＝１０２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３あたり０．０７８７５円（０．０７５

円に１．０５を乗じた値）調整します。 

 

上記計算の結果、 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 

● 基準単位料金単価に対し、１ｍ３あたり２．０４円（税込）調整します。 

● 平成２３年２月に適用される調整単位料金と比較した場合、１ｍ３あたり０．０８円 

（税込）の引下げとなります。 


